
平成 28年 12月 

ご購読者各位 

  

 

『平成 29年版 三段対照式 交通実務六法』お詫びと訂正のお願い 

 

 本書の本文中に誤りがございました。深くお詫び申し上げます。 

 誠にお手数ではございますが、次表のとおり訂正してご使用くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 

頁 訂正箇所 訂  正  内  容 

241頁 上段 「反則金」「初心運転者標識表示義務違反」に「大型（準中型のみ） 六

千円」を加える。 

244頁 上段 「反則金」「聴覚障害者標識表示義務違反」に「大型（準中型のみ） 六

千円」を加える。 

2395頁 反則金一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表右欄、下から４・５行目の「初心運転者標識表示義務違反」及び「聴

覚障害者標識表示義務違反」の欄を次のとおり訂正する。 
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初心運転者標識表示義務違反 ６ ４   

聴覚障害者標識表示義務違反 ６ ４   
 

  注に(5)・(6)として次のとおり加える。 

 

(5) 「初心運転者標識表示義務違反」の欄の「大型車」は、準中型免許

を受けていた期間が 1年に達しない者（当該免許取得前に２年以上普

通免許を受けていた者を除く。）のみに適用されます。 

(6) 「聴覚障害者標識表示義務違反」の欄の「大型車」は、準中型自動

車のみに適用されます。 

2396頁 交通違反等の

点数一覧表 

表右上の「（平成 26年 9月 1日施行）」を「（平成 29年 3月 12日施行）」

に訂正する。 

  注に(6)・(7)として次のとおり加える。 

 

(6) 「初心運転者標識表示義務違反」は、準中型免許（当該免許取得前

に２年以上普通免許を受けていた者を除く。）及び普通免許を受けて

いた期間が１年に達しない者のみの点数となります。 

(7) 「聴覚障害者標識表示義務違反」は、準中型自動車、普通自動車の

みの点数となります。 


